
 

 

宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は、宇治市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震改修等を実施する木造住宅の所

有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、倒壊の危険性のある木造住宅

の安全性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。 

  

（用語の定義） 

第２条 この要項において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するものをいう。 

（２）耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定め

る一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。 

（３）耐震改修 建築士による耐震診断（以下、「耐震診断」という。）の結果、評点が１．０未満と

診断された木造住宅について、地盤及び基礎が安全で、評点を１．０以上（建築物の構造上やむ

を得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、０．７以上）に耐震性を向上させる

耐震改修設計及び耐震改修工事（京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱（平成１９年

京都府告示第４７４号。以下「京都府交付要綱」という。）第２条第３号に規定する補強方法を用

いるものに限る。）をいう。 

（４）簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が１．０未満と診断された木造住宅（耐震改修を実施し

た木造住宅を除く。）に対して、京都府交付要綱第２条第４号に規定する、簡易な改修の方法によ

り耐震性を向上させる簡易耐震改修設計及び簡易耐震改修工事をいう。 

（５）耐震シェルター設置 木造住宅（耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。）に対

して、地震時に居住者等の生命を守る目的で建築物内に装置を設置することをいう。（京都府交付

要綱第２条第５号に規定する構造のものに限る。） 

（６）木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者

（居住予定者を含む）をいう。ただし、法人を除く。 

（７）耐震改修等 耐震改修、簡易耐震改修、耐震シェルター設置をいう。 

（８）利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への利子補給制

度をいう。 

（９）取扱金融機関 利子補給制度を取り扱う金融機関のことをいう。 

 

（補助対象木造住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる木造住宅（以下「補助対象木造住宅」という。）は、市内区域にあ 

る次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。 

（１）昭和５６年５月３１日以前に着工され、現に完成しているもの 

（２）宇治市が定めた区域に建築されているもの 

（３）住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床

面積の２分の 1 以上であるもの 

（４）国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するこの要項以外の補助金の交付を受け

ていないこと。 

（５）国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部又は一部を所有又は区分所有していない

こと。 

（６）補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの。 

 

（補助金の交付額等） 

第４条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額とする。 



 

 

（１）耐震改修若しくは簡易耐震改修を実施する一の木造住宅につき耐震改修又は簡易耐震改修の補

助額は、別表第１のとおりとする。 

（２）耐震シェルター設置を実施する一の木造住宅につき耐震シェルター設置の実施に要する経費 

の４分の３の額（当該額が３０万円を超える場合は、３０万円）とする。 

２ 一の耐震改修箇所に対する補助金の交付は１回に限るものとする。 

３ 一の木造住宅に対する簡易耐震改修に係る補助金の交付は１回に限るものとする。 

４ 一の木造住宅に対する耐震シェルター設置に係る補助金の交付は１回に限るものとし、耐震シェ

ルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修（改修後の評点が１．０未満の場合に限る。）

及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。 

５ 長屋住宅及び共同住宅の１棟あたりの補助金の交付額は、次の各号に掲げるいずれか少ない額と

する。 

（１）耐震改修にあって当該額が５００万円を超える場合は、５００万円。簡易耐震改修にあって当

該額が２００万円を超える場合は、２００万円。 

（２）第１項、第３項及び第４項において「一の木造住宅」を一の住戸と読み替えて算出した額の

合計。 

６ 利子補給制度を利用する場合、前各項の規定に基づき算出した補助金の額（ただし、別表第１の補 
助額は、左記以外の欄により算出した額とする。）から、当該額の２分の１を減じた額を補助金の額 
とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする木造住宅の所有者等は、事業着手前に宇治市木造住宅耐震改

修等事業費補助金交付申請書（様式第１号）に別表第２に定める関係図書を添付して市長に申請し

なければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、

宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書（様式第５号）又は宇治市木造住宅耐震改

修等事業費補助金不交付決定通知書（様式第６号）により当該申請者に通知しなければならない。 

２ 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付

すことができる。 

 

（事業の着手） 

第７条 前条の補助金交付決定通知を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、その通知を受領後、

速やかに事業に着手し、宇治市木造住宅耐震改修等事業着手届（様式第７号）により、市長に届け

出なければならない。 

 

（耐震改修等の設計及び工事監理） 

第８条 耐震改修若しくは耐震診断（一部評価を含む）を伴う簡易耐震改修を行う補助決定者は、設

計及び工事監理については、建築士に行わせなければならない。 

 

（補助金交付申請の取下げ） 

第９条 補助決定者は、事情により中止し、又は廃止する場合においては、速やかに宇治市木造住宅

耐震改修等事業費補助金交付申請取下届（様式第８号）により、市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、当該補助金の交付の決定はない

ものとみなす。 

 

（申請内容の変更） 

第１０条 補助決定者は、事情により第５条の申請内容を変更するときは、速やかに宇治市木造住宅



 

 

耐震改修等事業計画変更承認申請書（様式第９号）に別表第３に定める関係図書を添付して市長に

申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否

を決定し、別に定める宇治市木造住宅耐震改修等事業計画変更承認書（様式第１２号）により申請

者に通知する。 

 

（耐震改修等の遂行) 

第１１条 補助決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に耐震改修等

設計及び耐震改修等工事を行い、全ての作業を完了しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助決定者は、耐震改修等工事が完了したときは、速やかに宇治市木造住宅耐震改修等事

業完了実績報告書（様式第１３号）に別表第４に定める図書を添付して市長に報告しなければなら

ない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業

の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確

認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇治市木造住宅耐震改修等事業

費補助金確定通知書（様式第１６号）により当該補助決定者に通知しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助決定者は、宇治市木造住宅耐震改修

等事業費補助金交付請求書（様式第１７号）を市長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するも

のとする。 

（検査） 

第１６条 市長は、補助金にかかる予算の執行の適正を期し、補助事業の円滑な推進を図るため、職

員に補助対象木造住宅及び関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指

示をさせることができる。 

 

（補助金の交付決定の取消） 

第１７条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消し、宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定（一部）・

（全部）取消通知書（様式第１８号）により当該補助決定者に対し通知しなければならない。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２）補助金の交付の条件に違反したとき。 

（３）耐震改修等を交付決定時に指定した期日までに完了させる見込みがないと市長が認めたとき。 

（４）この要項及びその他の法令の規定に違反したとき。 

（５）その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、前条第１項の規定を準用し、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消

に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助

金返還命令書（様式第１９号）により期限を定めてその返還を命じることができる。 



 

 

（書類の保存） 

第１９条 補助事業者は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を５年間保存しなければならない。 

 

（証明書の発行） 

第２０条 第５条の規定による申請者は、耐震改修工事の実施にあたり利子補給制度を利用する場合

は、補助金の申請と同時に利子補給制度利用対象証明書発行申請書（様式第２０号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者に利子補給制度利用対象証明書（様式第２

１号）（以下「証明書」という。）を交付するものとし、申請者は利子補給制度の取扱金融機関に証

明書を提出するものとする。 

３ 申請者は、リ・バース６０の融資が不承認となった場合、又は融資を受けなくなった場合は、取扱

金融機関が発行する不承認等の通知をもって速やかに市長に連絡しなければならない。 

４ 申請者は、証明書の交付を受けたのち、事情により補助事業を中止し、又は取りやめるときは、速

やかに市長及び取扱金融機関にその旨を連絡しなければならない。 

５ 市長は、第１７条に規定により、補助金の交付の決定を取り消す場合は、独立行政法人住宅金融支

援機構に連絡するものとする。 

 

（その他） 

第２１条 第３条から前条までの規定は、これらの規定によることが困難であり市長がやむを得ない

事由があると認める場合は、適用しない。 

２ この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７号国土交通事 
  務次官通知）の住宅の耐震改修及び建替等に対する緊急支援事業により耐震改修を実施する場 
  合にあっては、第４条を「補助金の交付額は、耐震改修に要する費用（改修設計費及び工事監理 
  費も含む。）の２分の１の額（ただし、当該額が６０万円を超える場合は６０万円）に耐震改修工 
  事に要する費用（改修設計費及び工事監理費も含む。）の額から耐震改修工事に要する費用の額（改 

  修設計費及び工事監理費も含む。）の２分の１の額を減じた額（ただし、当該額が３０万円を超え 
  る場合は３０万円）を加えた額」とする。 

 
附 則 

この要項は、平成２２年１２月２８日から施行する。 

 

附 則 
１ この要項は、平成２３年８月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行日前に第６条の規定による交付決定した場合については 
なお従前の例による。 

３ 令和６年度及び令和７年度の各年度分の補助金については、第２条第３号中「１．０以上（建築物

の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては、０．７以上）」とある

のは、「０．７以上」と読み替えるものとする。 
 

附 則 
１ この要項は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行の際、現に改正前の宇治市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要項の規定により

作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 
 



 

 

附 則 
１ この要項は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ この要項の施行の際、現に改正前の宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要項の規定によ

り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。 
 

附 則 

１ この要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 宇治市建築物耐震改修促進計画が改定されるまでの間は、第１条中「宇治市建築物耐震改修促進

計画」とあるのは、「京都府建築物耐震改修促進計画」と読み替えるものとする。 

 
附 則 

１ この要項は、平成２８年１１月１４日から施行する。 
 

附 則 
１ この要項は、平成３０年４月１０日から施行する。 

２ 第２条第４号に規定する簡易耐震改修で、耐震診断を行わず実施する場合の補助金の交付額及び

耐震改修で今回改修前に補助金の交付を受けて耐震診断を行わず実施した簡易耐震改修若しくは

平成２９年度以前に実施した簡易耐震改修がある場合の補助金の交付についての第４条の規定は、

なお従前の例による。 

 

附 則 
１ この要項は、平成３０年７月１１日から施行する。 

２ 第３条第１項第１号中「昭和５６年５月３１日以前に着工され、現に完成しているもの」とある

のは、当分の間、簡易耐震改修に限り「昭和５６年５月３１日以前に着工され、現に完成してい

るもの又は平成３０年６月１８日以後に発生した地震により被害を受けたことについて、災害対

策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９０条の２第１項に規定する罹災証明書により証明さ

れているもの」と読み替えるものとする。 
 

附 則 
１ この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 第４条第１項第１号中「耐震改修若しくは簡易耐震改修を実施する一の木造住宅につき耐震改修

又は簡易耐震改修の実施に要する経費の５分の４の額（耐震改修にあって当該額が１００万円を

超える場合は、１００万円、簡易耐震改修にあって当該額が４０万円を超える場合は、４０万円）

とする。」とあるのは、平成３６年３月３１日までの間、概ね 1 年以上使用されていない状態又

はこれに類する状態の物件に限り「耐震改修若しくは簡易耐震改修を実施する一の木造住宅につ

き耐震改修にあっては耐震改修の実施に要する経費の額（当該額が１２５万円を超える場合は、

１２５万円）簡易耐震改修にあっては、簡易耐震改修の実施に要する経費の５分の４の額（当該

額が４０万円を超える場合は、４０万円）とする。」と読み替えるものとする。 
 

附  則  

１ この要項は、令和４年４月１日から施行する。 
 

附 則 
１ この要項は、令和６年４月２２日から施行する。 

２ 令和７年度の補助金に限り、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付額及び補助率について

は、第４条第１項第１号の規定に関わらず、附則別表に定める。 
３ 令和７年度の補助金に限り、第４条第５項第２号中「第１項」とあるのは、「附則別表、第１項第

２号」と読み替えものとする。 



 

 

附則別表 

区分 補助額 

概ね1年以上使用されていな

い状態又はこれに類する状 
態の物件（過去に同様な状態

であるものとして補助金の

交付を受けていないものに

限る） 

左記以外 

１耐震

改修 

耐震

改修

Ａ 

耐震改修、簡易耐震

改修又は、耐震シェ

ルター設置（以下「耐

震改修等」という。）

について補助金の交

付を受けたことのな

い木造住宅の場合 

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ａの実施に要

する経費（工事監理費も含

む。以下同じ。） 

(２) １７０万円 

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ａの実施に要

する経費に３０分の２９を

乗じて得た額 

(２) １４５万円 

補助金の交付を受け

て既に耐震改修等を

実施したことがある

木造住宅（前回耐震

改修工事完了後の評

点が1.0未満のものに

限る）の場合 

上記の額から当該既に実施し

た耐震改修等につき交付を受

けた補助額を控除した額 

上記の額から当該既に実施し

た耐震改修等につき交付を受

けた補助額を控除した額 

耐震

改修

Ｂ 

簡易耐震改修につい

て補助金の交付を受

けたことのない木造

住宅の場合 

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ｂの実施に要

する経費 

(２) １２５万円                                                                                                                             

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ｂの実施に要

する経費に５分の４を乗じ

て得た額 

(２) １００万円     

補助金の交付を受け

て既に簡易耐震改修

を実施したことがあ

る木造住宅の場合 

上記の額から当該既に実施し

た簡易耐震改修につき交付を

受けた補助額を控除した額 

上記の額から当該既に実施し

た簡易耐震改修につき交付を

受けた補助額を控除した額 

２ 簡易耐震改修 一の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 簡易耐震改修の実施に要する経費に５分の４を乗じて

得た額 

(２) ４０万円 

備考 １ この表において、「耐震改修 A」とは耐震改修に係る工事の完了後の評点が１．０以上となるものをい

い、「耐震改修 B」とは当該評点が０．７以上１．０未満となるものをいう。 

２ この表において、耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する経費には、工事費を計上する場合に

限り、設計費を計上することができる。 

 
附 則 

１ この要項は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年４月１日前に交付決定を行った木造住宅に係る新要項の規定の適用については、なお従

前の例による。 

 

 



 

 

附 則 

１ この要項は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 当分の間､補助金については、第２条第３号中「１．０以上（建築物の構造上やむを得ない場合又

は居住性が著しく悪化する場合にあっては、０．７以上）」とあるのは、「０．７以上」と読み替える

ものとする。 

 

別表第１（第４条関係） 

区分 

補助額 

概ね1年以上使用されていな

い状態又はこれに類する状 
態の物件（過去に同様な状態

であるものとして補助金の

交付を受けていないものに

限る） 

左記以外 

１耐震

改修 

耐震

改修

Ａ 

耐震改修等について

補助金の交付を受け

たことのない木造住

宅の場合 

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ａの実施に要

する経費（工事監理費も含

む。以下同じ。）に５分の４

を乗じて得た額に２５万円

加算した額 

(２) 耐震改修Ａの実施に要

する経費 

(３) １４０万円 

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ａの実施に要

する経費に５分の４を乗じ

て得た額 

(２) １１５万円 

補助金の交付を受け

て既に耐震改修及び

簡易耐震改修を実施

したことがある木造

住宅（前回耐震改修工

事完了後の評点が1.0

未満のものに限る）の

場合 

上記の額から当該既に実施し

た耐震改修及び簡易耐震改修

につき交付を受けた補助額を

控除した額 

上記の額から当該既に実施し

た耐震改修及び簡易耐震改修

につき交付を受けた補助額を

控除した額 

耐震

改修

Ｂ 

簡易耐震改修につい

て補助金の交付を受

けたことのない木造

住宅の場合 

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ｂの実施に要

する経費 

(２) １２５万円                                                                                                                             

一の木造住宅につき、次に

掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 耐震改修Ｂの実施に要

する経費に５分の４を乗じ

て得た額 

(２) １００万円     

補助金の交付を受け

て既に簡易耐震改修

を実施したことがあ

る木造住宅の場合 

上記の額から当該既に実施し

た簡易耐震改修につき交付を

受けた補助額を控除した額 

上記の額から当該既に実施し

た簡易耐震改修につき交付を

受けた補助額を控除した額 

２ 簡易耐震改修 一の木造住宅につき、次に掲げる額のいずれか少ない額 

(１) 簡易耐震改修の実施に要する経費に５分の４を乗じて

得た額 

(２) ４０万円 

備考 １ この表において、「耐震改修 A」とは耐震改修に係る工事の完了後の評点が１．０以上となるものをい



 

 

い、「耐震改修 B」とは当該評点が０．７以上１．０未満となるものをいう。 

２ この表において、耐震改修又は簡易耐震改修の実施に要する経費には、工事費を計上する場合

に限り、設計費を計上することができる。 

 

別表第２（第５条関係） 

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書に添付を要する関係図書 
改修方法 添付図書 

耐震改修 

（１）事業実施計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）耐震改修工事見積書の写し（設計費・監理費を含む見積書の場合は工事費

と区分されたもの。） 

（４）耐震改修設計見積書の写し（耐震改修設計を含む場合に限る。） 

（５）耐震診断結果報告書の写し 

（６）耐震補強計画書 

①付近見取図（１/２，５００程度）、平面図、現地確認写真 

②補強計画図、その他補強方法を示す図書 

③耐震改修後の建物についての総合判定書 

④工程表 

（７）建物（区分建物）の全部事項証明書等昭和５６年５月３１日以前に着工し

たことがわかる書面 

（８）宇治市木造耐震改修等事業費補助金交付申請に伴う同意書（様式第４号）（補

助対象木造住宅の居住者若しくは所有者と当該申請者が異なる場合に限

る。） 

（９）建築士の免許証又は免許証明書（以下「建築士の免許証等」という）の写

し 

（１０）利子補給制度を利用して耐震改修工事を行う場合にあっては、融資の決

定通知書の写し 

（１１）その他、市長が必要と認める書類 

簡易耐震改修 

（１）事業実施計画書（様式第２号の２） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）簡易耐震改修工事見積書の写し（設計費・監理費を含む見積書の場合は工

事費と区分されたもの。） 

（４）耐震診断結果報告書の写し※１ 

（５）簡易耐震改修計画書 

①付近見取図（１/２，５００程度）、平面図、現地確認写真 

②耐震性が確実に向上すると考えられる改修計画書※２ 

③工程表 

（６）建物（区分建物）の全部事項証明書等昭和５６年５月３１日以前に着工し

たことがわかる書面 

（７）宇治市木造耐震改修等事業費補助金交付申請に伴う同意書（様式第４号）（補

助対象木造住宅の居住者若しくは所有者と当該申請者が異なる場合に限

る。） 

（８）その他、市長が必要と認める書類 

耐震シェルター

設置 

（１）事業実施計画書（様式第２号の３） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）耐震シェルター設置工事見積書の写し 



 

 

（４）耐震シェルター設置計画書 

①付近見取図（１/２，５００程度）、平面図、現地確認写真 

②設置される耐震シェルターの構造がわかる書類 

（５）建物（区分建物）の全部事項証明書等昭和５６年５月３１日以前に着工し

たことがわかる書面 

（６）宇治市木造耐震改修等事業費補助金交付申請に伴う同意書（様式第４号）（補

助対象木造住宅の居住者若しくは所有者と当該申請者が異なる場合に限

る。） 

（７）その他、市長が必要と認める書類 

（注意）※１ 宇治市木造住宅耐震診断士派遣事業を利用されていない場合は、建築士の免許証等の

写しが必要になります。 

    ※２ 簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断（一部評価を含む）による改修後の補強総

合判定書、建築士の免許証等の写しが必要になります。 

 
別表第３（第１０条関係） 

木造住宅耐震改修等事業計画変更承認書に添付を要する関係図書 
改修方法 添付図書 

耐震改修 

（１）事業計画変更書（様式第１０号） 

（２）収支予算変更書（様式第１１号） 

（３）計画変更に伴う耐震改修工事見積書の写し（設計費・監理費を含む見積書

の場合は工事費と区分されたもの。） 

（４）計画変更に伴う耐震改修設計見積書の写し（耐震改修設計を含む場合に限

る。） 

（５）耐震補強計画変更書 

①付近見取図（１/２，５００程度）、平面図、現地確認写真 

②補強計画図、その他補強方法を示す図書 

③耐震改修後の建物についての総合判定書 

④工程表 

（６）建築士の免許証等の写し（設計者・監理者の変更があった場合に限る。） 

（７）その他、市長が必要と認める書類 

簡易耐震改修 

（１）事業計画変更書（様式第１０号） 

（２）収支予算変更書（様式第１１号） 

（３）計画変更に伴う簡易耐震改修工事見積書の写し設計費・監理費を含む見積

書の場合は工事費と区分されたもの。） 

（４）簡易耐震改修計画変更書 

①付近見取図（１/２，５００程度）、平面図、現地確認写真 

②耐震性が確実に向上すると考えられる改修変更計画書※ 

③工程表 

（５）その他、市長が必要と認める書類 

耐震シェルター

設置 

（１）事業計画変更書（様式第１０号） 

（２）収支予算変更書（様式第１１号） 

（３）計画変更に伴う耐震シェルター設置工事見積書の写し 

（４）耐震シェルター設置計画変更書 

①付近見取図（１/２，５００程度）、平面図、現地確認写真 

②設置される耐震シェルターの構造がわかる書類 

（５）その他、市長が必要と認める書類 



 

 

（注意）※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断（一部評価を含む）による改修後の 

補強総合判定書、建築士の免許証等の写しが必要になります。 

 
別表第４（第１２条関係） 
木造住宅耐震改修等事業実績報告書に添付を要する関係図書 

改修方法 添付図書 

耐震改修 

（１）事業成績報告書（様式第１４号） 

（２）収支決算書（様式第１５号） 

（３）耐震改修後の木造住宅についての耐震補強総合判定書 

（４）工事写真（施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できる日付の入

ったもの） 

（５）工事契約書の写し及び領収書の写し 

（６）改修設計契約書の写し及び領収書の写し 

（７）建築士の免許証等の写し 

（８）独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度の融資制度を利

用して耐震改修工事を行った場合にあっては、融資の契約書の写し 

（９）その他、市長が必要と認める書類 

簡易耐震改修 

（１）事業成績報告書（様式第１４号の２） 

（２）収支決算書（様式第１５号） 

（３）簡易耐震改修後の木造住宅についての耐震補強総合判定書※ 

（４）簡易耐震改修後、耐震性が向上したことを証する書類 

（５）工事写真（施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できる日付の入

ったもの） 

（６）工事契約書の写し及び領収書の写し 

（７）その他、市長が必要と認める書類 

耐震シェルター

設置 

（１）事業成績報告書（様式第１４号の３） 

（２）収支決算書（様式第１５号） 

（３）工事写真（施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できる日付の入

ったもの） 

（４）工事契約書の写し及び領収書の写し 

（５）その他、市長が必要と認める書類 

（注意）※について、簡易耐震改修の方法によっては、耐震診断（一部評価を含む）による改修後の

補強総合判定書、建築士の免許証等の写しが必要になります。 

 


